
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
≪県問い合わせ先≫ お申し出があれば詳しい資料を送らせていただきます。 

鹿児島県東京事務所 TEL 03-5212-9060 

 鹿児島県大阪事務所 TEL 06-6341-5618 

鹿児島県福岡事務所 TEL 092-441-2852 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

「かごしま応援寄附金」とは，県外にお住まいの本県出身の方々，関係の方々に対して，県と市

町村が一体となって協議会を設立し，郷土・鹿児島に対する応援寄附金を募る取組みです。 
皆様からいただいた寄附金は，その１０分の６を市町村の施策に，１０分の４を県の施策にそれ

ぞれ大切に活用させていただくとともに，寄附金については，いわゆる「ふるさと納税制度」によ

り寄附された方の課税所得に応じて個人住民税等の軽減を受けることができます。 

ふるさと納税制度～生まれ育ったふるさとや応援したい県や市町村に寄附を行った

場合，5,000円を超える部分について個人住民税のおおむね1割を限度として，所

得税と合わせて控除する制度です。 

 
 

皆様からいただいた寄附金は主に次の事業に活用させていただきます。 

● 子育て支援事業 

● 人材育成事業 

● コミュニティ活動支援事業 

薩摩川内市のホームページから申込書をダウンロードできます。 

申込書に必要事項をご記入のうえ，郵送やＦＡＸ等でお申込みください。 
≪市問い合わせ先≫ 

薩摩川内市企画政策課 フリーダイヤル0120-420-200 

電話番号 （０９９６）２３－５１１１（内線４８２２） 

ＦＡＸ  （０９９６）２３－５４４５ 

薩摩川内市ＨＰ http://www.city.satsumasendai.lg.jp 

寄附金の払い込み 

寄附金受領証明書の受け取り

寄附金のお払込み 

寄附金受領証明書のお受取 

確定申告等により税の軽減 

市町村のご指定がない場合は，その４分の１を均等

割，４分の３を人口割で全市町村に配分します。 
市町村のご指定がある場合は，ご指定いただいた市

町村に配分します。 



 

 

 

 

海・山・川など美しい自然と悠久の歴史が自慢の薩摩川内市。 
平成２０年４月から２３年３月までの転入者を対象に、新しい定住促進補助金制度がスタート 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本市への定住に興味のある方は、お気軽にお問い合わせください。 
 
 

 
キリトリ線 

 

  

 
よかまち・きやんせ倶楽部会員 申込書 
（ＦＡＸの場合は切り取らず、そのまま送信してください） 

申 

込 

者 

【氏名（フリガナ）】 

 

 

【生年月日】 

 

【連絡先（電話番号・メールアドレスなど）】 

 

【現住所】（〒  －   ） 

 

【家族構成】 

 

紹 

介 

者 

【氏名（フリガナ）】 

 

申込者との関係 

 

※申込者と同じ場合は、「同上」とお

書きください。 

※申込みされた個人情報等は、本市

定住促進に関する事務以外には使

用しません。 

 
 

住宅をリフォームされた転
入者に最高１００万円を補
助  
※対象地区があります。 
※平成20年度新規事業 

川内駅から新幹線通勤を
される転入者に１ヶ月当
たり ５,０００円を補助 
 

住宅を新築又は購入された
転入者に総額３０万円～ 
２００万円を補助します。 
※これまでの実績 
１５６件４３０世帯転入 
※地域により交付金額が 
異なります 

薩摩川内市定住支援センター「よかまち・きやん
せ倶楽部」では会員を募集しています 
会員向けサービス：当市の話題を情報紙で提供
（年4回）、定住相談、交流事業など 
〒895-8650 鹿児島県薩摩川内市神田町３番22号 

TEL:フリーダイヤル：0120-420-200 

0996-23-5111（内線4851） FAX:0996-23-5445 

Mail:kiyanse@city.satsumasendai.lg.jp   

HP http://kiyanse.city.satsumasendai.lg.jp/index.html 

※ホームページでは職・住まい・暮らしなどの情報が 

ご覧になれます。（随時更新中） 


